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都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 の規定による、「市町村の都市計画に関する

基本的な方針」であり、住民の意見を反映しながら、芦屋町の都市づくりに関する基本的な方針を示

すことを目的としています。 

具体的には、都市づくりの現状や芦屋町総合振興計画などを踏まえ、20 年後の「目指すべき都市

の将来像」を定めるとともに、土地利用や都市施設など（道路、公園、上下水道など）の整備方針を

示しており、今後の都市づくりの道筋となるものです。 

 

 

 

芦屋町の都市計画マスタープランは、平成 12 年（2000 年）３月に策定し、その後、町内の都市

計画や社会環境などの変化に対応するため、平成 30 年（2018 年）３月に新たな都市計画マスター

プランを策定しました。 

現在、計画期間内ですが、基準年次としている平成 27 年（2015 年）から 10 年が経過し、中間

見直しの時期を迎えています。また、第６次芦屋町総合振興計画などとの整合を図りながら、将来の

土地利用における都市づくりの基本方針を示すため、都市計画マスタープランの見直しを行うもので

す。 

 

 

 

都市計画マスタープランは、町の最上位計画である「芦屋町総合振興計画」や県が定める「北九州

都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」などに即したものである必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．目 的 

３．位置づけ 

４．計画の構成 

２．見直しの背景 

都市づくりの実現に向けて 
○協働による都市づくりの推進 

○効果的・効率的な都市づくりの推進 

○適切な進行管理と都市計画マスタ

ープランの見直し 

全体構想 
○基本構想 

（基本理念、都市づくりの目標、将来都市構造） 

○都市づくりの方針 

（土地利用、公園緑地、環境形成、都市防災・防

犯、交通、景観） 

都市の現況と課題 
○都市の現況 

○住民意向の把握 

○都市づくりの主要課題 

国 
・国土利用計画法 

・都市計画法 

・都市計画運用指針 

・建築基準法 など 

福岡県 
・福岡県総合計画 

・北九州都市圏都市計画区域の 

整備、開発及び保全の方針  

         など 

芦屋町 

都市計画マスタープラン 

芦屋町 
・芦屋町公共施設等総合管理計画 

・芦屋町地域公共交通計画 

・芦屋町環境基本計画  など 

芦屋町総合振興計画 

基づく 

都市計画面から実現 

具体の都市計画 

連携 

 
・都市計画規制 

（地区計画、用途地域など） 

・都市計画事業 

（都市施設整備など） 

【
関
連
計
画
な
ど
】 

【上位計画】 

【
個
別
計
画
】 
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実績値（国勢調査）

実績値 推計値

 

（１）計画の目標年次 

都市計画マスタープランの基準年次を平成 27 年（2015 年）とし、目標年次を 20 年後の令和

17 年（2035 年）とします。 

ただし、都市づくりには、長期的な視点で継続的に進める必要があることから、本計画では、目

標年次を超える中長期的な方針も含んだ内容とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）目標人口 

芦屋町の人口は、令和２年（2020 年）10 月 1 日現在の国勢調査によると 13,545 人となっ

ていますが、国立社会保障・人口問題研究所準拠（以下「社人研」）の人口推計では、令和 42 年

（2060 年）には 6,771 人まで減少することが見込まれています。 

しかし、「芦屋町人口ビジョン」では、「芦屋町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に定める施策

などを積極的に展開することにより、人口の将来展望を令和 42 年（2060 年）に 8,256 人と設

定し、この推計による令和 17 年（2035 年）の人口を、10,913 人としています。 

このため、都市計画マスタープランにおける目標人口についても 10,913 人と設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 年 10 年 

 
20 年後 

目標年次 

10 年後 

中間年次(見直し) 

平成 27 年（2015 年）：基準年次 
令和  7 年（2025 年）：中間年次（10 年後見直し） 
令和 17 年（2035 年）：目標年次（20 年後） 

基準年 

平成 27 年 
（2015 年） 

令和 7 年 
（2025 年） 

令和 17 年 
（2035 年） 

目標年次 

５．計画の目標年次・人口 

*「将来人口」推計時の仮定値 

●合計特殊出生率 

令和12年（2030年）から1.80 

令和22年（2040年）から2.07 

●社会移動 

令和22年（2040年）から0 

令和 17 年（2035 年） 目標人口 10,913 人* 

芦屋町の人口の将来展望グラフ 
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◆目標１ 

持続可能な都市づくりと地域特性

を生かした土地利用の推進 

１．土地利用 
(1)居住環境の改善 
(2)良好な住宅地の供給 
(3)商工業の活性化 
(4)用途地域内の土地利用の適正化 
(5)用途地域外の土地利用の保全と活用 
(6)地区計画制度の活用 
(7)ゾーン別土地利用 

◆都市づくりの方針 ◆都市づくりの目標 

将来像 「人を育み 未来につなぐ あしやまち」 

◆目標２ 

安全安心・快適に暮らせる良好な

都市環境の形成 

◆目標３ 

暮らしやすいまちを実現する交通

環境の維持・整備 

◆目標４ 

芦屋町らしい景観の保全と活用 

２．公園緑地 
(1)公園の維持管理と再整備等 
(2)施設緑化の推進と保安林の保全等 
(3)水と緑のネットワークの形成 

３．環境形成 
(1)良好な都市環境づくり 
(2)自然環境の維持・保全 
(3)地球環境の保全 
(4)適正な下水環境の維持・整備 
(5)河川環境の維持・整備 

４．都市防災・防犯 
(1)防災機能の強化 
(2)防犯等に配慮した都市づくり 

５．交通  
(1)交通ネットワークの強化 
(2)適正な交通基盤の整備 
(3)公共交通網（バス）の維持 

６．景観  
(1)都市景観の形成 
(2)自然景観の保全と活用 

【土地利用に関する課題】 

○都市施設の整備と移住定住の推進 
○周辺の優良農地や自然環境と調和した良好な居住環境づくり 

【都市環境・自然環境に関する課題】 

○環境負荷が少なく安全安心に暮らせる生活環境づくり 

【交通体系に関する課題（道路・公共交通）】 

○交通網の整備促進と身近な生活道路の維持改善 

【景観に関する課題】 

○景観の保全と活用 

◆都市づくりの主要課題 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．全体構想 

都市づくりの目標・方針 都市計画マスタープランで掲げている町の将来像の実現に

向け、都市づくりの目標および方針を次のように定めます。 
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都市構造 
町の目指すべき将来像の実現や都市づくりの目標の達成に向け、「拠点」、

「核」、「エリア」、「軸」の基本要素を設定します。 

これらを配置することにより、将来の都市構造を示します。 

拠点・・・拠点的な機能を有すべき区域 

核・・・・行政拠点、サービス拠点などの

各種機能拠点が集積される区域 

エリア・・地域特性や拠点などの配置に適

応した土地利用形成の区域 

軸・・・・拠点や核、エリア、周辺市町と

連結し相乗的な効果を発揮する

結びつき 
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（１）居住環境の改善 

○市街地の利便性と安全性を高める観点から、生活道路の整備や公園の再整備などを推進するとと

もに、町営住宅の改修や管理戸数の適正化、長寿命化の推進、居住環境の改善を図ります。 

（２）良好な住宅地の供給 

○地域特性に応じた用途地域や移住定住を促進するための施

策などを検討します。 

○活用予定のない町有地については、売却を進めます。 

（３）商工業の活性化 

○既成市街地の商店街の活性化のため、制度融資や地域振興券

発行支援などによる商工業者への支援を行うとともに、起業

支援や企業誘致を推進します。 

（４）用途地域内の土地利用の適正化 

○商業地の活性化などを目的とした施策などの展開を推進し、

中心市街地の活性化に努めます。 

（５）用地地域外の土地利用の保全と活用 

○農用地や優良農地については、各種法規制との連携を図りな

がら、その優良な営農条件を将来的に継続できるよう保全に

努めます。 

○優良な自然環境形成地については、自然の生態系を崩さないよう各種法規制との連携を図り、豊

かな自然環境の保全に努めます。 

○レクリエーション的利用が考えられる河川や海浜空間については、今後も自然環境の調和を図り

ながら、活用方法などを必要に応じて検討します。 

○宅地化の動きがみられる地区については町の将来像を考慮に入れながら、関係機関などとの調整

を図り、都市的土地利用を推進すべき地区として用途地域の指定などを検討します。 

（６）地区計画制度の活用 

○今後もよりよい環境形成に向けて、必要に応じて地区計画制度の活用を検討し、秩序ある土地利

用を促進します。 

（７）ゾーン別土地利用方針 

○低層住宅地、中層住宅地、商業地などのゾーン別の土地利用方針に基づき取り組みを進めます。 

 

 

（１）公園の維持管理と再整備等 

○地域の憩いの場である公園は、誰もが快適に利用できるよう

清掃や除草、施設の点検など、公園の維持管理に努めます。 

○公園の再整備にあたっては、地域のニーズに合った整備を進

めるため、住民との協働を推進し、積極的に維持管理にも携

わってもらえるような仕組みづくりに努めます。 

  

土地利用 

公園緑地 
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（２）施設緑化の推進と保安林の保全等 

○緑化活動の推進については、花ボランティア事業などを実施しながら、今後も、これらの取り組

みの充実に努めます。 

○緑地については、重要な自然資源であると同時に貴重な地域

資源でもあるため、今後も自然環境との調和を図りながら、

自然公園などとしての活用や人々のニーズに合った利用方

法を検討します。 

○地域の財産として将来に誇れる松林を作り育て、あわせて飛

砂被害を軽減させるため、「芦屋の里浜づくり」に取り組ん

でいます。今後は、松林を長期的に育て、守り、活用する方

法を検討します。 

（３）水と緑のネットワークの形成 

○河川沿いにおける緑地帯や公園緑地を線的な散策路などで結ぶことにより、身近な緑あふれる都

市環境の形成を図ります。 

 

 

 

（１）良好な都市環境づくり 

○市街地及びその周辺に豊かな水辺や緑が多くみられるため、

これらの水辺や緑を生かし、地域の環境美化などに努めます。 

○田園集落地については、生活の場でもあることを考慮して、

周辺環境との調和を図りながら、基盤整備を進めます。 

（２）自然環境の維持・保全 

○関係機関と連携して森林や美しい海岸を維持するため、適切

な維持管理及び保全対策を行います。 

○環境破壊につながるごみの不法投棄などに対しても、広報活動などを通じて広く住民に協力を求

め、住民と行政が一体となった取り組みを進めます。 

（３）地球環境の保全 

○再生可能エネルギーを導入し、脱炭素を進めるとともに、広報やホームページを通じて地球環境

問題に対する啓発に努めます。 

○ごみ減量化・資源化や省エネルギー対策など身近にできるものから活動を進めていくことで、今

後の地球環境問題への対応を図ります。 

（４）適正な下水環境の維持・整備 

○下水道施設（管きょ、処理場、ポンプ場）については、長寿命化計画およびストックマネジメン

ト計画に基づき計画的に、点検・調査、修繕・改築・更新を実施します。 

○近年の集中豪雨による浸水被害に対処するため、ハード対策に加え、ソフト対策による総合的な

雨水対策に取り組みます。 

（５）河川環境の維持・整備 

○遠賀川の川づくりにあたっては地域住民、関係機関・自治体との連携のもと、安全で安心な暮ら

しの確保とともに、多様な生物の生育環境にも配慮した整備が必要となるため、河川管理者に働

きかけを行います。 

環境形成 
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（１）防災機能の強化 

○地域防災計画の定期的な見直しなどにより、災害時の被害を

最小限に抑える災害に強い都市づくりを計画的に進めます。 

○道路、公園、上下水道などの各事業との連携を図りながら災

害に備えた適正な維持管理や整備を促進し、災害の未然防止、

災害時の被害を最小限に抑える「減災」対策、災害時におけ

る防災活動の円滑化、安全空間の確保を図ります。 

○災害発生時において、共助の取り組みを担う自主防災組織の

充実や強化を図るとともに、自治区における防犯訓練の実施、

住民への指導や支援を推進し、防災体制の確立に努めます。 

○広報活動やハザードマップの周知などを通じて、住民への災

害危険箇所や避難所などの周知に努め、防災に対する住民意

識の高揚を図ります。 

（２）防犯等に配慮した都市づくり 

○防犯パトロールや交通安全キャンペーンなど自治区や関係

団体との連携による防犯・交通安全活動を推進します。 

 

（１）交通ネットワークの強化 

○道路管理者である国や県と協議し、広域幹線道路の維持に努

めます。 

（２）適正な交通基盤の整備 

○道路については、芦屋町個別施設計画（橋梁・道路付属物）

などに基づき、定期点検を実施し、よりよい居住環境の形成

に向けて計画的に修繕や更新を実施します。 

○長期間未整備な状況にある一部の都市計画道路については、

今後の社会経済情勢や交通量の予測などを踏まえ、必要に応

じて路線の見直しを行います。 

○サイクリングコースについては、既設の直方北九州自転車道

及び遠賀宗像自転車道を位置づけ、自転車利用促進を図りま

す。 

○人口減少や少子高齢社会における駐車場需要と供給のバラ

ンス、多様な駐車場需要（観光バス駐車場の整備、バリアフ

リー化など）への対応など、将来を見通した駐車場の配置に

努めます。 

（３）公共交通網（バス）の維持 

○公共交通については、「芦屋町地域公共交通計画」に基づき、

近隣市町への重要な移動手段であるバスの路線や便数の維

持・確保を図るとともに、公共交通網の維持や利用しやすい

環境の整備の検討と利用促進や満足度の向上に向けた取り

組みを進めます。 

都市防災・防犯 

交 通 
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（１）都市景観の形成 

○道路や公園などの都市施設のデザイン性の向上を図り、機能

美を持ち合わせた都市空間の形成に努めます。 

○住民との協働による街路景観づくりや屋外広告物の規制な

どの取り組みの推進とともに、景観に対する意識の醸成や啓

発に努め、美しい都市景観の形成を図ります。 

（２）自然景観の維持・保全 

○自然景観や動植物の生息・生育環境の保全の観点から、適切

な保全対策を進めます。 

○自然環境や地域資源は、住民のみならず、近隣市町の住民に

とっても大きな魅力であると考えられるため、今後もこの貴

重な地域資源の活用方法などを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

○都市計画マスタープランと関連する個別計画（Plan）に基づき、各種制度や事業を活用して計画

を実施（Do）し、その成果や効果を評価・検証（Check）します。さらに、必要に応じて見直

し・改善（Act）を行い、次の計画（Plan）へとつなげていく、PDCA サイクルの取り組みによ

る適切な進行管理を行っていきます。 

○都市計画マスタープランは、長期的な見通しを持って継続的に取り組むものであるため、その間

には、都市づくりの進捗状況や社会経済情勢の変化も予想されます。このため、本計画では 20

年間の長期の計画期間を設定していますが、関連する諸計画や社会情勢などの変化が生じた際は、

計画期間内でも必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景 観 

適切な進行管理と都市計画マスタープランの見直し 

７．都市づくりの実現に向けて 

◆Act（見直し・改善） 
○現況・課題の抽出 
○評価・検証に基づいた見直

し・改善項目の抽出 

都市計画 

マスタープラン 

◆Do（実施） 
○土地利用の規制・誘導 
・用途地域、地区計画 など 

○都市計画事業の推進 
・道路、公園、下水道 など 

◆Plan（計画） 
○個別計画の策定、見直し 

◆Check（評価・検証） 
○進捗状況の把握 
・都市づくりの方針に示した、各種の

取り組み、施策などについて、進捗

状況の評価・検証 

連携 



 

 



 

 

 


